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５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症の取扱いについて 

 

 平素は本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症が、本年５月８日付けで、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律上の５類感染症に移行されました。このことを踏まえ、移行

後の学校における新型コロナウイルス感染症の取扱いについて、以下にお示しますので、

ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間について 

 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後、1日を経過するまでとなります。

※“症状が軽快”とは、解熱剤を使わずに熱が下がり、のどの痛みや咳も良くなってき

ていること 

症状あり：   症状が軽快：   登校可能：  

例）：症状が出てから３日目には熱が下がり、のどの痛みや咳も落ち着いてきた場合 

発症日 

(０日目) 
１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 登校可能 

 

 

 

 

 

     

 

例）：症状が出てから５日目に熱が下がり、のどの痛みや咳も落ち着いてきた場合 

発症日 

(０日目) 
１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 登校可能 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

症状が出てから５日を経過 

症状が軽快した後１日 

を経過 

症状が出てから５日を経過 

症状が軽快した後１日

を経過 



２ 濃厚接触者について 

  新型コロナウイルス感染症に関する濃厚接触者の特定は行いません。そのため、 

① 同居している家族等が新型コロナウイルス感染症に感染している場合 

② 学校で新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触に値する接触があった場合 

上記①②の場合も、本人に新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていなけれ

ば、直ちに出席停止になることはありません。 

ただし、健康観察を行い、本人の状態によっては、医療機関の受診をお願いします。 

 

３ 発熱・喉の痛み・咳等風邪症状がある場合の対応について 

  体調管理の観点から、無理をして登校せず、自宅で休養するようにしてください。学

校で 37.5℃以上の発熱がある場合、またはその他の症状があり、学校での活動の継続が

難しいと思われた場合には、早退となります。 


